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現在あるバス停の移設について

１、市民総合体育館（老人福祉センター方面）

＜移設の理由＞

バスの停車時に、車両の出入口から５ｍ以上の距離を確保できないため。
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２、栗原公民館前（新座市役所方面）

＜移設の理由＞

交差点からの距離が近く、次のバス停に向かうため右折レーンに進入する際、車線

変更禁止の線をまたいでしまうため。
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３、こもれび通り入口（新座市役所方面、現バス停名：野火止ふれあい公園前）

＜移設の理由＞

バスの停車時に、駐車場出入口から５ｍ以上の距離を確保できないため。

約１０ｍ移設


